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１．位置と地勢 
あわら市は、福井県の最北端に位置し、北は石川県加賀市、南は坂井市に接

し、市の北部には北潟湖、坂井北部丘陵地、中央部にはＪＲ芦原温泉駅と芦原

温泉街を核とした２つの市街地を形成し、南部は田園地帯、東部は刈安山、風

谷峠、剱ヶ岳を結ぶ標高５００～６００ｍの森林地帯がそれぞれ位置しており、

田園地帯と市街地を貫くように県下５大河川の一つ竹田川が流れている。 
交通は、ＪＲ北陸本線、えちぜん鉄道、北陸自動車道、国道８号線、国道３

０５号線の主要交通路が南北に貫き、ＪＲ芦原温泉駅、金津インターチェンジ

は福井県の北の玄関口として重要な位置を占めている。 
気候は、北陸地方の中でも比較的温暖で過ごしやすい。 

 
２．面積 

あわら市は、東西約１４km、南北約１４km にわたり、面積は１１６.９９k㎡

である。 
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３．経緯（あわら市、旧芦原町、旧金津町） 

旧芦原町は人口約１４，０００人で、明治１６年の芦原温泉の開湯によって

温泉街が形成され、明治４４年の国鉄三国線（昭和４７年廃止）や昭和３年の

京福電鉄三国芦原線（平成１５年４月から「えちぜん鉄道」）の開通によって、

豪華さと優美を誇る近代的な温泉観光地として発展してきた。 

旧金津町は人口約１８，０００人で、古くから福井県嶺北地方の交通の要衝

として栄え、明治３０年の北陸本線の開通や昭和５９年の北陸自動車道金津イ

ンターチェンジ開設など交通網の整備に伴い、県内でも有数の工業製品出荷額

を誇る町として発展してきた。 

両町は、明治時代に幾つかの統廃合や名称の変更等を繰り返し、その後、町

村合併促進法の施行（昭和２８年）に伴い、昭和２９年１０月に１町４村の統

合及び翌年２月の剱岳村編入により金津町が、昭和３０年３月の１町２村の統

合により芦原町がそれぞれ形成された。 

特に、旧芦原町と旧金津町は、温泉街を有する町と観光の玄関口を有する町

という密接な関係を持っており、古くより両町民の生活行動圏域も町域を越え

た広がりを持っていた。 

このような背景から、両町では平成１４年１０月に芦原町・金津町合併協議

会を発足させ、平成１５年２月には合併協定書調印、同年８月に両町の廃置分

合申請書を福井県知事に申請し、１１月に市町の廃置分合について総務省告示

を経て平成１６年３月１日に平成の大合併としては、県内第１号となる「あわ

ら市」が誕生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
北潟湖畔に架かるアイリスブリッジ 

 

 
蓮如上人の像（吉崎） 
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Ⅰ 市の概要 

 

１ 市制施行 平成１６年３月１日 

 

２ 人口・世帯数                                 （単位：人・世帯） 

 人  口 世 帯 数 

平成 ２年（国調） ３１，７４３ ８，７０８ 

平成 ７年（国調） ３２，４３２ ９，３２７ 

平成１２年（国調） ３２，１７８ ９，５６２ 

平成１７年（国調） ３１，０８１ ９，６５８ 

平成２２年（国調） ２９，９８９ ９，７３５ 

平成２７年（国調） ２８，７２９ ９，６９７ 

令和 ２年（国調） ２７，５２４ ９，９３３ 
 ※平成２年～平成１２年の数値―旧芦原町、旧金津町の国勢調査の合計 

 

３ 面  積    １１６．９９ｋ㎡ 

 

４ 産業別就業者数                                （単位：人・％） 

 総 数 第１次 第２次 第３次 分類不能 

平成２２年 

国勢調査 

１５，５１３ ９４０ ４，８７３ ９，６４８ ５２ 

１００ ６ ３１ ６３ ― 

平成２７年

国勢調査 

１５，１３２ ９２３ ４，７１１ ９，３４５ １５３ 

１００ ６ ３１ ６１ ― 

令和２年

国勢調査 

１４，２８７ ８４７ ４，６５１ ８，６２０ １６９ 

１００ ６ ３３ ６０ ― 

 

５ 財  政 

（１）令和６年度各会計当初予算 

一 般 会 計 １５，４６０，０００千円 

特 別 会 計 ３，７７６，２００千円 

 

国民健康保険 ２，８９４，５００千円 

後期高齢者医療 ４７２，７００千円 

農業者労働災害共済 ５，０００千円 

公共用地先行取得事業 ４０４，０００千円 

企 業 会 計  ３，０６０，６０２千円 

 水道事業 １，０３７，９６２千円 

 公共下水道事業 ２，０２２，６４０千円 

芦原温泉上水道財産区水道事業会計 ２２０，０４３千円 

合     計 ２２，５１６，８４５千円 
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（２）令和６年度一般会計当初予算 性質別一覧表                    （単位：千円・％） 

歳  入 歳  出 

区   分 予 算 額 構成比 区  分 予 算 額 構成比 

自

 

主

 

財

 

源

市 税 ４，２０４，４２６ ２７．２ 義
務
的
経
費

人 件 費 ２，８００，０４０ １８．１ 

分 担 金 及 び 負 担 金 １５０，９６１ １．０ 扶 助 費 ３，０１７，７００ １９．５ 

使 用 料 及 び 手 数 料 １７１，５０５ １．１ 公 債 費 １，６４０，４０２ １０．６ 

財 産 収 入 ２７，３３５ ０．２ 小 計 ７，４５８，１４２ ４８．２ 

寄 附 金 ３ ０．０ 

そ 

の

他

の

経

費

物 件 費 ２，２０９，３９３ １４．３ 

繰 入 金 ２，０３６，８５８ １３．２ 維 持 補 修 費 ８０，７８３ ０．５ 

繰 越 金 １ ０．０ 補 助 費 等 ３，３９６，４５４ ２２．０ 

諸 収 入 ７２５，４２６ ４．７ 積 立 金 １９，０３２ ０．１ 

小 計 ７，３１６，５１５ ４７．４ 投 資 及 び 出 資 金 １３，０００ ０．１ 

依

 

 

存

 

 

財

 

 

源

地 方 譲 与 税 １３３，０００ ０．９ 貸 付 金 １２１，５００ ０．８ 

利 子 割 交 付 金 ８００ ０．０ 繰 出 金 １，０８５，４６１ ７．０ 

配 当 割 交 付 金 ２０，０００ ０．１ 
建 

設

事

業 

補 助 事 業 費 ２７７，８５１ １．８ 

株式等譲渡所得割交付金 ２０，０００ ０．１ 単 独 事 業 費 ６２０，０２３ ４．０ 

法 人 事 業 税 交 付 金 ８０，０００ ０．５ 県営事業負担金 １６７，０６１ １．１ 

地 方 消 費 税 交 付 金 ６７０，０００ ４．３ 計 １，０６４，９３５ ６．９ 

ゴルフ場利用税交付金 ５０，０００ ０．３ 災 害 復 旧 事 業 費 １，３００ ０．０ 

環 境 性 能 割 交 付 金 １３，０００ ０．１ 予 備 費 １０，０００ ０．１ 

地 方 特 例 交 付 金 １４２，０００ ０．９ 小 計 ８，００１，８５８ ５１．８ 

地 方 交 付 税 ３，３８０，０００ ２１．９ 

 

交通安全対策特別交付金 ２，２００ ０．０ 

国 庫 支 出 金 １，７０９，１５０ １１．１ 

県 支 出 金 １，４５６，２３５ ９．４ 

市 債 ４６７，１００ ３．０ 

小 計 ８，１４３，４８５ ５２．６ 

合   計 １５，４６０，０００ １００．０ 合   計 １５，４６０，０００ １００．０ 

 
（３）令和６年度一般会計当初予算 目的別一覧表       （単位：千円・％） 

歳      出 

科  目 予 算 額 構成比 

議 会 費 １４９，０５６ １．０ 

総 務 費 ２，３１２，４０４ １４．９ 

民 生 費 ５，０８７，３３０ ３２．９ 

衛 生 費 ９０７，６０６ ５．９ 

労 働 費 ３２，２３５ ０．２ 

農 林 水 産 業 費 ８７２，８７２ ５．６ 

商 工 費 ６７６，０７４ ４．４ 

土 木 費 １，４９６，８３７ ９．７ 

消 防 費 ５９８，５８５ ３．９ 

教 育 費 １，６５６，２６６ １０．７ 

災 害 復 旧 費 １，３００ ０．０ 

公 債 費 １，６４０，４０２ １０．６ 

諸 支 出 金 １９，０３３ ０．１ 

予 備 費 １０，０００ ０．１ 

合   計 １５，４６０，０００ １００．０ 
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Ⅱ 議 会 
 
１ 議 員 数 

条例定数 １６人（令和３年６月１３日改正） 

（１）平成１６年３月１日～平成１７年６月３０日まで在任特例適用 

定数  ３４人  

（２）平成１７年７月１日～平成２１年６月３０日まで 

定数  ２２人 

（３）平成２１年７月１日～令和３年６月３０日まで 

定数  １８人 

 

 

２ 党派・会派別構成 

（１）党派  無所属１４人 公明党１人 日本共産党１人 

（２）会派  なし 

 

 

３ 正副議長の申し合わせ任期 

申し合わせなし（通常は２年） 

 

 

４ 委 員 会 

（１）常任委員会   任期 ２年 

名  称 定 数 現 員 所 管 事 項 

総務厚生 ８人 ８人 

総務部、創造戦略部、市民生活部、健康福祉部、

会計課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委

員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所

管に関する事項並びに他の常任委員会の所属に属

しない事項 

産業建設教育 ８人 ８人 
経済産業部、土木部、教育委員会、上水道財産区

水道部及び農業委員会の所管に関する事項 

予算決算 15 人 15 人 
一般会計、特別会計及び企業会計の予算又は決算

に関する事項 

※選出方法  指名推選（希望制） 

 

（２）特別委員会   任期 議会が調査終了を議決するまで 

名  称 定 数 現 員 所 管 事 項 

広報編集 
（R３.７.１設置） 

７人 ７人 ・議会だよりの編集、発行 
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議会活性化 
（R３.７.１設置） 

７人 ７人 

・議会報告会に関すること 
・政務活動費に関すること 
・タブレットの導入に関すること 
・その他議会の活性化全般に関すること 

環境対策調査 
（R３.10.13 設置） 

７人 ７人 

・土採取、埋戻し等の規制に関すること 
・産業廃棄物処理に関すること 
・ごみ等の不法投棄防止に関すること 
・北潟湖の環境保全（自然再生協議会含む）に
関すること 

・空家対策に関すること  
・鳥獣害対策に関すること 
・その他環境保全全般に関すること 

総合交通 

まちづくり調査 
（R３.10.13 設置） 

８人 ８人 

・新幹線まちづくり（駅周辺及び地域における

まちづくり）に関すること 
・並行在来線に関すること 
・その他交通・まちづくり全般に関すること 

 

（３）議会運営委員会  任期 ２年  定数 ６人 

・所管事項   議会の運営に関する事項 

議会の会議規則、委員会条例等に関する事項 

議長の諮問に関する事項 

・選出方法  指名推選（副議長、２常任委員長、議長が指名する３人） 

 

 

５ 議会運営 

（１）会議時間   午前９時３０分～午後５時 

 

（２）議事日程   会議当日に配付 

 

（３）議案等の配布 原則、定例会初日の一週間前に全員協議会を開催し議案

配付 

 

（４）本会議の審議順序 

・招 集 日  提案理由説明 → 総括質疑 → 委員会付託  

・第 ２ 日  一般質問 

・第 ３ 日  一般質問 

・休 会 日  各常任委員会 

・最 終 日  委員長報告 → 質疑 → 討論 → 採決 

 

（５）議案等の審議    

・会議規則  委員会主義 

所管の委員会にて審査し、本会議で委員長報告 
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（６）質 問（一般質問） 

・通告期限  定例会前日 

・質 問 数  ３問以内 

・質問方式  一問一答方式、分割質問分割答弁方式併用 

・質問時間  ２５分（答弁含まず） 

・質問順序  通告順 

・発  言  一般質問席（対面式） 

・代表質問  なし 

 

（７）質 疑 

・通告要否  要（口頭も可） 

・発言時間  制限なし 

・発言回数  同一議題３回まで 

・発  言  自席 

 

（８）討 論 

・通告要否  否 

・発言時間  制限なし 

・発言回数  １回 

・発  言  登壇 

 

（９）請願・陳情等の取り扱い 

・請  願 

受  理 定例会初日の１週間前に開催する議会運営委員会の前々日

の午後５時１５分までに受理したものを会期中に審議する。 

以後に受理したものでも、議会運営委員会で緊急と認めた

ものは、その会期中に審議する。 

紹介議員 正副議長、所管の委員長は紹介議員にならない。 

※請願等文書一覧表及び原本の写しを議会運営委員会に配付し、付託す

べき委員会で協議する。 

全員協議会で請願等文書一覧表及び原本の写しを全議員に配付する。 

・陳  情  請願の取り扱いに準じる。 

・要望、要請等 

所管の常任委員会に送付し、審査結果の報告は求めない。 

なお、全員協議会にも配付する。 

 

（10）全員協議会のあり方 

・諸般の報告 

・一部事務組合議会の報告 

・議案概略説明 

・議会内部の協議 

・行政に対し、問題点等を問う。 

・行政から、議会に対し意見を聞く。 
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（11）会議録 

・本会議  記録方法 全文記録（H22 より業者委託） 

印刷部数 ２部 

配付先  議会、理事者 

・委員会  記録方法 要点記録、印刷、配布なし 

    ※インターネットで動画配信を行っている。 

 

（12）議会だより 

・発 行  毎定例会後４回 

・発行日  定例会翌々月の１５日 

・発行部数 １０,０００部(Ａ４版 16Ｐ・表裏紙ｶﾗｰ、他 2色刷） 

※市ホームページに掲載 

※令和６年度当初予算 １，４５２千円 

 

（13）議員、三役等の報酬 

（単位：円） 

 月  額 備 考 

議 長 ４４０,０００ H18.4.1～ 

副議長 ３７０,０００ H18.4.1～ 

議 員 ３５０,０００ H18.4.1～ 

市 長 ８９０,０００ H23.4.22～  

副市長 ７００,０００ H23.4.22～ 

教育長 ６００,０００ H23.4.22～ 

 

（14）議員期末手当（※R６.４.１改正） 

報酬月額に１００分の１１５を乗じて得た額に次の率を乗じる。 

・６月 １７０／１００  １２月 １７０／１００ 

 

（15）政務活動費   なし 

 

（16）議員の旅費、実費弁償 

・議 長 宿泊料 １６，５００円 

・副議長  〃  １４，８００円 

・議 員  〃  １４，８００円 

※車賃は実費とする 

※会議等の出席にかかる実費弁償はなし 

 

（17）視察研修費（令和６年度予算） 

    ２常任委員会  ５０，０００円以内／１人（１泊２日） 

 議会運営委員会 ５０，０００円以内／１人（１泊２日） 

特別委員会   ５０，０００円以内／１人（１泊２日） 

 

（18）議長交際費  令和６年度当初予算額 ４０万円 

 

（19）事務局職員  定数 ５人 現員 ４人 


